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第２回 第 6地区教科用図書採択教育委員会協議会記録 

◇出席者 上川管内市町村教育長（旭川市を除く） 

◇事務局 富良野市教育委員会 

 

 

 

 

１ 議題 

 

（１）教科書採択に係る公表の方法について 

 

（２）平成２７年度第６地区教科用図書調査委員会規則案審議 

 

（３）平成２７年度第６地区教科用図書調査委員の選出 

 

（４）その他 

 

２ 協議会審議の記録 
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ただ今より、第２回第６地区教科用図書採択教育委員会協議会を開催いたします。

開催に当たり、協議会会長より御挨拶を申し上げます。 

 

委員の皆様には、大変お忙しい中、出席をいただきましてありがとうございます。

みなさん、いよいよ今年度、中学校の教科書採択ということでございます。教科書の

検定を含め、色々な話題がある中での教科書採択でございます。約二月間、本当にみ

なさんお忙し時間の中、精力的に協議をさせていただくことになろうかと思います。

特に各市町村から調査委員として協力いただきます調査委員の先生方含め、皆様方の

ご協力をよろしくお願い申し上げまして簡単ですけれども、協議会にあたっての開会

の言葉にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

この後の議事につきましては、石田議長に進行をお願いします。 

 

それでは、会議を進めさせていただきます。まず、今日の会議ですが、協議会の規

約第４条第３項の規定により、委員定数２２名、そのうち本日は２０名出席という事

でございます。協議会が成立しましたので、会議を進めさせていただきます。それで

は、議案第１号の「教科書採択に係る公表の方法について」、事務局より提案をお願い

します。 

 

 それでは、本協議会で教科書採択に係わる公表の方法についてご論議いただきたい

と思います。それでは、Ｐ１の「教科書採択に係る公表の方法について」説明をさせ

ていただきます。このことについては、Ｐ２の平成 27年５月 14日付け教義第 257号

平成 28年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並びに平成 28年度使用教科

用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択についてで通知がご

ざいました。Ｐ３の平成 28年度から使用する中学校用教科用図書の採択基準１市町村

教育委員会が共同で採択する場合Ｐ5 の(10)教科書や教科書採択に対する国民の関心

が高く、また、開かれた採択が一層要請されていることから、次の事項に留意するこ

と。ア協議会の選定結果及び選定理由は、積極的な公表に努めること。イ調査委員会

から協議会に報告された資料並びに協議会の議事録等について、選定事務の円滑な遂

行に支障を来さない範囲内で、公表に努めること。ウ協議会及び調査委員会の委員名

については、選定関係者の責任を明確にする意味からも、公表に努めること。なお、

この場合においては、採択の公正確保の観点から、協議会を構成する市町村教育委員

会の採択終了後とすることが適当であること。エ選定理由等並びに協議会及び調査委

員会の委員名の公表の方法については、協議会において決定すること。オ協議会を構

成する市町村教育委員会は、教科用図書を採択したときは、採択結果、採択理由、教

育委員会の議事録、協議会の議事録、調査研究資料の公表に努めることとなっており

ます。公表の方法について、昨年と同様にホームページへの掲載でよろしいか、ご審

議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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只今、公表の方法等について、色々な公表を積極的に取り進めるという基本にのっ

とって、今年度の結果公表について昨年度同様ホームページによる公表としたいとい

う事務局の提案でございますが、何かご意見ある方いらっしゃいますか。よろしいで

しょうか。 

 

はい。 

 

よろしければ、そのように取り扱いさせていただくということでよろしいでしょう

か。 

 

はい。 

 

それではその様に決めさせていただきます。ありがとうございました。 

 

次に、議案第２号の「平成２７年度第６地区教科用図書調査委員会規則案審議」に

ついて、事務局より提案をお願いします。 

 

それでは９ページをご覧頂きたいと思います。第２条でうたっていますように、調

査委員は本日付けで委嘱状を発布したいと考えています。調査委員会の設置期間です

が８月いっぱいとなります。続きまして、第３条でございますが、調査委員の定数は

６８名というふうになっております。これについては１３ページ・１４ページに各市

町村別で委員の皆さんのお名前を提示させていただいております。１号委員について

は５７名、２号・３号委員については１１名ということでございます。この１１名で

すが、特別支援は前回も２号・３号委員を置いていませんでしたので、今回も２号・

３号委員については特別支援に置かないというふうにさせていただきました。種目が

１１種目ということですので各１名を配置させていただきました。９ページにお戻り

いただきたいと思います。第３条第２項で今の説明の１１名ということでございます。

皆さんの市町村から推薦で出していただきました先生の総数は１４ページに書いてご

ざいますが１３８名でございます。１号委員の推薦者数が１２７名、それから２号委

員の推薦者が９名、３号が２名というふうになってございます。また、９ページにお

戻りいただきたいと思いますが、基本的に第３条にうたっておりますように直接の利

害関係を有するものについては委員になれないというふうになってございます。委員

の氏名については８月末まで公表しないとなっていますので、それまでは委員さんの

お名前を出さないようにお願いいたします。続きまして１０ページになります。各委

員会には第３条第２項第２号または第３号ということで学識経験・教育関係の委員を

含めるものとするということで、今回それぞれ特別支援以外については配置されてお

ります。その小委員会の中で第４項になりますが、互選により委員長および副委員長
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を選出するとなっておりますので６月３０日の調査委員会の中で委員長・副委員長を

決めていただくというふうに考えてございます。第６条ですが、昨年と同様でござい

ますが、教科書見本、学習指導要領の目標や内容、地域の実態などを踏まえて、教科

書編集趣意書、および北海道教育委員会が作成する採択参考資料により調査・研究を

行うとなってございます。今年度も種目ごとに優劣の順位を付けないで調査委員会の

方から報告を受けるというふうになってございます。日程にもございますが７月２７

日月曜日に教育長さん方にお集まりいただきまして、最終的に教科書を決定したいと

いうことでございます。よろしくご審議お願いいたします。 

 

只今、調査委員会規則案について提案がありましたけれども、何かご質問・ご意見

等はございますか。特段なければ規則案について承認をいただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

ありがとうございます。規則案については承認されました。 

それでは次、議案第３号の「平成２７年度第６地区教科用図書調査委員の選出」に

ついて、事務局より提案をお願いします。 

 

議案第３号の「平成２７年度第６地区教科用図書調査委員の選出」について事務局

より提案を致します。種目別に調査委員のお名前を１１ページ・１２ページに載せて

ございます。市町村別については１３ページ・１４ページに載せてございます。皆さ

んの推薦を頂きました中から、選ばせていただきました。これでご承認をいただきた

いと思っております。承認をいただければ、委嘱状を各教育委員会の方にお渡しした

いと思います。教育長さん、あるいは課長さんの方から内々で本人の方にお渡しをい

ただければと思います。委嘱状の方については、名前はずいぶん精査したつもりです

が、再度、申し訳ございませんが名前の確認をお願いしたいと思います。名前が違っ

ていればお知らせ願いたいと思います。そして、各委員の方に内々にお渡しいただけ

ればと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

はい。只今、ご説明がありましたけれども、各市町村から１３８名のご推薦をいた

だく中で、１１ページ１２ページに記載の通り今回の調査委員としての候補者を選定

させていただいたという状況でございます。これにつきまして、ご承認をいただきた

いと思いますけれども、まずはこれについて何かご質疑等ありますでしょうか。 

 

ありません。 

 

それでは、只今、提案あった通り調査委員の候補者について調査委員としてご決定
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をいただきたいと思いますが、ご了承いただけますでしょうか。 

 

はい。 

 

それでは、１１ページ１２ページ記載の通り調査委員として決定をされました。先

程ご説明があった通り、本日付で委嘱状が各教育長さんに届くと思います。先程規則

でもありましたが８月いっぱい公表ができないという事でので、よろしくお願いいた

します。 

それでは、その他委員の皆様の方から何かございますでしょうか。 

ありませんか。 

 

はい。 

 

特にないようですので、これをもって本日の協議会を終了させていただきます。誠

にありがとうございました。 

 

 


